
自治会長・副自治会長の仕事 

1 役員会・組長会の開催 

月一回の組長会、必要に応じて役員会を開催する（毎月 1日 19：00～）。令和 5 年度は LINE で情報
交換。 

2 町内団体の会議に出席 

コミュニティバス運営協議会、シルバークラブ、まちづくりの会の総会に出席。秋まつりなどの行事準
備への出席・協力。 

3 校区自治会会議に出席 

月一回、○○校区の会議に出席する（19：00～） 

4 ○○市への書類提出等 

市への補助金申請等の書類の提出。エクセルやワードのフォーマットあり。 

5 その他 

道路工事のお知らせなどの回覧物への対応、秋まつりや二十歳の集い等の行事への出席など 
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